
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒲蒲生生医医療療セセンンタターー  

短短時時間間通通所所・・短短時時間間介介護護予予防防通通所所  
リリハハビビリリ特特化化型型デデイイケケアア  

  リリハハビビリリテテーーシショョンン  

  ごご案案内内  病院でのリハビリ

が終了された方 

身体機能の低下

を予防したい方 

リハビリのみを重

視して行いたい方 

集団レクリエーション

は希望されない方 

長時間のデイケア

でなく短時間だけ

利用したい方 

要介護認定を受

けたが自立度が

高い方 

このような方に

おすすめです！ 

入浴や食事のサー

ビスはいらない方 

○介護保険を利用した１～２時間の通所リハビリです。 

○リハビリテーションに特化し、食事・入浴サービスはありません。 

○必ず専門職による個別対応で２０分以上の訓練を行います。 

○専門職が自宅の環境整備やその指導を行ないます。 

○送迎バスで送り迎え可能です。（旧蒲生町内・自立して乗降できる方） 

○隣接する蒲生医療センターに医師・看護師が常駐しています。 

当院短時間通所リハビリの特徴 

サービス提供時間・対象条件 

【実施地域】旧蒲生町（それ以外は応相談） 

【営業時間】月・水・金  ９：００～１２：００ 

      月～金   １３：００～１６：３０ 

【利用時間】１時間以上２時間未満  

【利用定員】１０～２０名以内 

【利用対象】介護保険において要介護認定を受けられた方 

 

（年末年始、祝日を除く） 

東東近近江江市市  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用までの流れ 
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主治医が他医院の場合は・・・ 

診療情報提供書を持参 

当院受診にて通所リハビリ

の指示書を作成 

面接・評価 

曜日・利用回数の相談 

利用日の調整 

サービス紹介（例） 

体調管理 

準備体操 

個別リハビリ 

（２０分以上） 

自主リハビリ 

（２０分以上） 

休 

憩 

体調管理 

整理体操 

来院  →   →   → 帰宅 １時間以上２時間未満の範囲  →   →   → 

物理療法 

温熱・低周波等 

ご利用料金 

お申し込み・見学・お問い合わせ先 

医療法人社団昴会 

東近江市 蒲生医療センター内 

通所リハビリテーション事業所 

担当 佐伯 元良（さえき もとよし） 

    南川 未来（なみかわ みく） 

電話 ０７４８-５５-１１７５ 
ＦＡＸ ０７４８-５５-１１７８ 

【住所】 

〒５２９-１５７２ 

東近江市桜川西町３４０番地 

【事業者番号】 

２５１０５０１３０３ 

  

※表示額は１割負担分の料金 

【通所リハビリテーション費】 

  要介護１・・・・３６６円/回  要介護４・・・・４５５円/回 

  要介護２・・・・３９５円/回  要介護５・・・・４８７円/回 

  要介護３・・・・４２６円/回    

※加算 

◆短期集中リハビリテーション実施加算 

退院又は認定より３ヶ月以内・・・・・・・・ 

◆サービス提供体制強化加算・・・・・・・・・・・・・・ 

◆送迎をしていない場合の減算（片道）・・・・ 

 

 

１１０円/回 

６円/回 

 ４７円/回 

 

 

 

 

【介護予防リハビリテーション費】 

要支援１・・・２，０５３円/月 

要支援２・・・３，９９９円/月 

※加算 

◆運動器機能向上加算・・２２５円/月 

◆サービス提供体制強化加算 

要支援１・・・・２４円/月 

要支援２・・・・４８円/月 

◆長期利用減算 

要支援１・・・－２０円/月 

要支援２・・・－４０円/月 

 

※
継
続
に
は
三
ヶ
月
毎
に
受
診
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 


